
平成26年６月橋本市議会定例会会議録（第２号）その７

平成26年６月16日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君）順番６、９番　松浦君。

〔９番（松浦健次君）登壇〕

○９番（松浦健次君） 私は、次の３点につい

て質問いたします。

　第１、大災害時の障がい者支援の充実を求

める。

　第２、高野口にある広域のごみ焼却場の臭

気対策は万全か。

　第３、橋本小学校の体育館の建設を求める。

　以上であります。

　まず、大災害時の障がい者支援の充実を求

める、について伺います。

　例えば、聴覚障がい者について考えますと

１．防災無線や広報車、館内放送が聞こえな

い。２．テレビに字幕や手話がないと災害の

様子がわからない。３．避難先で物資や食料

の配給などの大切な情報や連絡が伝わらない

４．夜間停電になると、手話や筆談を使えず

大変不安になる。５．他の人から見て、聞こ

えないことがわからないので、声をかけても

知らん顔をしていると誤解されるおそれがあ

る。というような課題があります。

　そこで、聴覚障がい者が集まって生活でき

るような福祉避難所の開設をはじめとして、

さまざまな支援が必要と考えますが、市当局

はどのような対応を考えておられるのでしょ

うか。

　次に、高野口にある広域のごみ焼却場の臭

気対策は万全か、について伺います。

　焼却場の周辺の住民から、天候や風向きの

加減で焼却場施設の建設以前には感じなかっ

た悪臭が漂うとの苦情を受けている。そこで

私は、悪臭が出ると思われる次の四つのポイ

ントについて、広域組合に対して直近１年分

の資料の提出を求め、協力していただきまし

た。すなわち、①受け入れ基準を逸脱する廃

棄物を焼却していないか。②臭気もれ対策シ

ステムが完備しているか。③燃焼時に臭気が

分解される温度域である 700℃ を下回ってい

ないか。④臭気成分を含む汚染水を適切に処

理しているか。について稼動記録を受け取り

ました。

　そして、この資料を独立した専門家に解析

を依頼したところ、全て適切に実施されてい

るとの結論を得たことをまず報告しておきま

す。

　しかしながら、現実にごみ焼却場の周辺の

住民からは、当該施設の建設前にはなかった

臭気があるとの苦情が存在します。

　今後、市当局はどのように対応していくの

かを伺います。

　３、最後に、「橋本小学校の体育館の建設

を求める」について。

　現在、橋本小・中学校は一つの体育館を調

整して供用しているが、９コマの体育授業が

重複しており、雨の日には保健体育の授業に

切り替えたりして、何とかしのいでおります。

　ところが、橋本中学校が学文路、西部の両

中学校と統合することにより、 29コマの授業

が重複することが予想され、体育館の使用環

境がさらに悪化する。また、そこに小・中学

校のさまざまな行事が重なれば、適切に体育

の授業ができないばかりか、クラブ活動にも

大きな支障を来すことが明らかに予想できる

ここで、小学校の体育館を新たに建設しなけ

れば、教育環境を整えるための中学校の統合

が、逆に教育環境を悪化させることになりま

す。
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　厳しい財政状況は理解するが、以上の理由

で、体育館の建設は不可避と考えます。当局

の英断を求めます。

　この体育館の質問につきまして、私が質問

通告した後で、市当局は、その直前に体育館

建設を決定されたということであります。そ

こで、私はこの質問を取りやめようかと思っ

たんですけれども、確認の意味と、それから

中学校の統合ということは、橋本市の教育の

根幹にかかわることですので、その趣旨、目

的、また、メリット・デメリット、そういう

ことを平木市長、新しい新市長がかわられま

して、また、教育長も新しくなられましたの

で、その基本的な考えを伺いたいと思いまし

て質問させていただきました。よろしくお願

いします。

○議長（石橋英和君） ９番　松浦君の質問項

目１、災害時の障がい者支援の充実に関する

質問に対する答弁を求めます。

　総務部長。

〔総務部長（枡谷俊介君）登壇〕

○総務部長 （枡谷俊介 君）議員おただしの件

について、１点目と２点目に関して、あわせ

てお答えします。

　聴覚障がい者は、災害時に音声による情報

を得られないため、必要な情報をいち早く取

得するのが難しいことについてのご質問です

が、現在、本市の目に見える形での防災情報

発信は、メール配信サービスの「防災はしも

と」や「緊急速報メール」で行っています。

　メール配信サービスの「防災はしもと」は

平成22年から運用しており、登録者に対して

気象情報や行政情報等、橋本市域内に関する

情報を配信しています。「緊急速報メール」

は、ドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの携帯

電話３キャリアから、橋本市域内において携

帯電話を所持する方全員に送信されるメール

で、ドコモに関しては平成 24年から、ＫＤＤ

Ｉとソフトバンクに関しては平成 25年から、

国民保護情報や避難勧告等の情報を配信でき

るようになりました。防災行政無線等の音声

情報と比較いたしますと、多少タイムラグは

あるかと思いますが、これらのメール配信サ

ービスにより、目に見える形での情報をでき

るだけ早くお伝えできる体制が整ってきてい

ると考えています。

　また、テレビでの情報伝達に関しては、リ

モコンのｄボタンを押すと見られるデータ放

送で、市町村の気象情報や災害に関する情報

を発信しています。これには音声が伴わない

ため、視覚のみで得られる情報となり、ＮＨ

Ｋとテレビ和歌山には本市から避難に関する

情報等を提供し、避難に関する発令の状況や

避難所の開設状況などを確認していただくこ

とができます。

　これらを利用していただくことにより、災

害時において、聴覚障がい者の方にも、いち

早く必要な情報をお伝えすることができるよ

う努力しております。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕

○健康福祉部長 （石橋章弘 君）次に、３点目

から５点目の、避難所での支援に関するご質

問にお答えします。

　議員おただしのとおり、聴覚に障がいをお

持ちの方は、一見すると健常者と変わらない

ため、避難所における大事な情報や連絡が伝

わりにくいことや、停電による暗さからくる

手話や筆談などの情報交換手段が使えず不安

になるなど、耳が不自由なことで起こる誤解

やトラブルの発生に対する不安などが想定さ

れます。

　また、平成 24年の橋本市災害時要援護者避

難支援プラン策定時に行ったパブリックコメ

ントにおいて、橋本市聴覚障害者協会の方か

らも同様のご意見をいただいています。一方
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「自分たちは、耳が不自由なことを除けば健

常者と変わらないため、避難所運営のお手伝

いもできます。」とのありがたいご意見もい

ただいています。

　本市にお住まいの聴覚障がい者の中には、

防災学習に積極的に取り組まれ、災害時に避

難所などで困らないように、また、聴覚障が

い者に対する理解と支援をいただけるよう、

目印として「耳が聞こえません。」と書かれ

たバンダナを常時携行されている方もおられ

ると伺っています。

　本市といたしましては、災害時に避難所で

支援等を必要とされる方を明確にするために

引き続き聴覚障害者協会などを通じてバンダ

ナの着用をお願いするとともに、避難所運営

においてもバンダナなどの着用を勧めていき

たいと思います。

　また、避難所生活が長期化すると、障がい

に応じた避難所運営が必要となりますが、聴

覚障がい者の場合、情報面での支援に不安を

感じられる方が多いため、専用の掲示板の設

置や手話通訳者の配置、公衆ファクス、停電

時でも手話や筆談が行えるような対策を行う

必要があります。

　しかしながら、このような設備を何箇所に

も設置することは不可能であるため、災害時

の道路・施設などの被害状況にもよりますが

分散した避難ではなく、聴覚障がい者の方に

同意を得た上で、一定の避難所に集まってい

ただき、適切な情報伝達が行える体制を整え

たいと考えています。

　このことは、高齢者、障がい者、妊産婦、

乳幼児、病弱者など、いわゆる災害時要援護

者の方々も同じく、一般的な避難所では生活

に支障を来すということになりますので、災

害時要援護者の方々の心身の状態を考慮し、

必要な支援を行うための福祉避難所を設置し

運営することは、非常に重要であると考えま

す。

　現在、市内の社会福祉施設や介護施設と

「災害時等に要援護者などの避難施設として

民間社会福祉施設等を利用することに関する

協定書」を締結し、災害時にご協力いただけ

ることとなっていますが、これを一歩進めた

福祉避難所として指定できるよう、設置・運

営マニュアル（案）をお示しし、協議を進め

ているところです。

○議長（石橋英和君） ９番　松浦君、再質問

ありますか。

　９番　松浦君。

○９番（松浦健次 君）いろいろとご配慮をい

ただいているということ、ようわかりました

ありがとうございます。

　その上で、私から提案をさせていただきた

いんですが、手話のできる人を、職員の中に

も何人かおられますけども、基本的なことは

通じると、できるというような人を増やして

いただきたいと。これがまず第１点です。

　それで、大災害のときに手話ができる人が

いつも周りにいるとは限らない。手話が全く

できない、理解できない、周りにそういう人

しかいないという場合も当然想定されますの

で、それでも身ぶり手ぶりで伝えることがで

きるように、また、健常者もそれが理解でき

自分もそういう身ぶり手ぶりで意思表示がで

き、聴覚障がい者の方に理解していただける

と、そういう能力を持つことが大事だと思い

ます。

　そのためには、ふだんから市民の中に、ま

た市民のいろんな年寄り、若手、それからい

ろんなグループありますけれども、そういう

中に、聴覚障がい者の方と触れ合う機会とい

うのをどんどんつくっていただいて、そこで

意思の疎通の仕方、あるいはふだんの生活の

中でどういうことがわかりにくいかとか、わ

かりやすいかとかいうことを市民の方が理解
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していただき、また市民の方々の思考のパタ

ーンというのを障がい者の方々にも理解して

いただくことによって、大災害が起こった場

合については非常に大きな力が出ると思うん

ですけども、その辺のところ、健康福祉部長

いかがでしょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長 （石橋章弘 君）まず１点目の 、

手話ができる職員なりスタッフをという話で

ございます。

　実際、私、そちらのほうの知識がございま

せんが、恐らくかなりの時間を要するのかな

というふうにまず思います。まず、基本的な

手話の、例えばマニュアル的なものを準備す

るであるとか、実は私ども、先ほどちょっと

紹介しました聴覚障害者協会のほうでつくら

れたマニュアル、災害避難場所でのマニュア

ルでありますとか、いろんな団体からマニュ

アル等が出ておりまして、その中に基本的な

手話、必要となる手話のデータが載っている

そのようなものをまず準備していくところか

ら始めたらなというふうに、今のところアイ

デアとして持っております。

　次に、実際大災害時のときに、周りに手話

のできる方がいないという場合も当然ござい

ます。実際、一般的に示される手法としては

手話であるとか、あるいは筆談とか、読話、

口の動きで読み取るとか、空書という、空中

に文字を書くとか、いわゆるおっしゃられた

ジェスチャー、身ぶりでありますとか、イラ

ストとか絵とかで意思疎通をするとか、最近

ちょっと私も気がつきませんでしたが、携帯

メールの画面で意思疎通をするとか、いろん

なアイデアが実際あるようでございます。

　そこらあたりも十分活用しながらやってい

けばなと思うんですが、何よりもやはりおた

だしのように、周りにいる方の理解、ちょっ

と助ける、あるいはこういうふうな情報を言

ってるよというのを、わかってなければ教え

てあげる、そういうふうな避難場所でのそう

いう体制のあり方、そこらあたりも実際計画

を立てる中に折り込んでいけたらなというふ

うに考えております。

　また、おっしゃられる触れ合う機会等につ

きましては、そういうふうな機会を設けるよ

うに、今後努めていきたいというふうに考え

ます。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次君）ありがとうございます。

　やっぱりいろんな場面が想定されますので

今部長が、総務部長も含めてですけども答弁

していただいたこと、非常に大事なことだと

思います。それを充実していただきたいと思

います。

　ただ、予想外、想定外のことというのは、

どこでどういう被害が起こるかわかりません

ので、いろんな場面を想定した上で、こうい

う場面にはこういうふうにしようとかいうマ

ニュアルというのはつくっていただいて、で

きるだけ大混乱が起こらないような形で対応

していただきたいと思います。

　私の一つ目の質問は終わります。

○議長（石橋英和君） 次に、質問項目２、広

域ごみ焼却場の臭気対策に関する質問に対す

る答弁を求めます。

　市民生活部長。

〔市民生活部長（石井美鈴君）登壇〕

○市民生活部長 （石井美鈴 君）「高野口にあ

る広域のごみ焼却場の臭気対策は万全か」に

ついてお答えします。

　当該ごみ焼却場は、ご存じのとおり「橋本

周辺広域ごみ処理場」と称し、橋本市、かつ

らぎ町、九度山町、高野町の１市３町で構成

する一部事務組合によって運営されています。

　平素から、臭気対策については、多岐にわ

たる対策を施設設置当初から講じているもの
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の、その一方で、処理場周辺の一部の住民の

方々から、臭気に関する苦情があるとも聞い

ています。組合としては、「住民の方々が感

じる臭気と施設から生じる臭気の間に因果関

係があるとは言えない」との認識であると従

前から報告を受けています。

　さらに、施設の稼働運営についても、委託

業者が運転マニュアルに沿い、問題なく適切

に行っているとのことです。

　ただ今、議員からおただしのあった、施設

周辺の一部の住民の方々から臭気に関する苦

情があることについて、本市は直接対処すべ

き立場にありませんが、今後、施設の臭気対

策に係る不備や臭気に係る因果関係等が確認

されれば、組合の構成団体及び施設立地の自

治体として、組合に対し適切に対応していた

だくよう申し入れます。

　ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（石橋英和君） ９番　松浦君、再質問

ありますか。

　９番　松浦君。

○９番（松浦健次 君）私の、専門家によって

解析してもらったところによりますと、先ほ

ど申し上げたように、問題がなく運営されて

いるということでした。

　しかし、またこういう事実もあることはあ

るので、何ていうんですか、臭気の調査、２

年、３年ぐらい前かな、やってもらって、そ

れで問題なしということでしたよね。今度、

組合の臭気対策というか、調査というのは今

後いつ行われるか、もし、おわかりでしたら

教えていただけませんか。

○議長（石橋英和君）市民生活部長。

○市民生活部長 （石井美鈴 君）何月というの

は、ちょっと今聞いておりませんが、今年度

には実施するというふうに聞いております。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次 君）また、その結果を見て

いろいろと勉強させてもらって、発言させて

いただきます。

　２番については、これで終わります。

○議長（石橋英和君） 次に、質問項目３、橋

本小学校の体育館建設に関する質問に対する

答弁を求めます。

　教育長。

〔教育長（小林俊治君）登壇〕

○教育長（小林俊治 君）橋本小学校の体育館

建設についてのご質問にお答えします。

　学校小規模化が及ぼす影響については、橋

本市適正規模・適正配置検討委員会答申にも

明記されているものであり、これらの課題解

決の手段としては、学校規模の適正化を図る

ほかないと判断しています。

　橋本中学校、学文路中学校、西部中学校に

ついては、平成 28年４月にはそれぞれの生徒

数が 100 名前後となり、クラス替えのできな

い規模となります。生徒数の減少により、部

活動の不成立、９教科の教員確保の困難等の

問題が発生することから、市民の合意形成を

図り、中学校統合を円滑に進めるために、平

成25年８月に各学校別に統合準備会を立ち上

げ、協議を行っています。

　現在、橋本小中一貫校の体育館は、小学生

及び中学生が利用時間を調整しながら体育の

授業等を行っていますが、ご質問の体育館の

使用に関し、統合後は中学校のクラス増や、

クラブ活動の増加により、正常な体育授業の

確保が困難な状況があることがわかってきま

した。

　教育委員会といたしましても、小学校にも

体育館が必要であると判断し、政策調整会議

に諮った上で、体育館を建設していくとの方

向性を得ています。

　具体的には、バスケットボール１面程度、

720 ㎡の体育館を中学校の統合までに建設す

る方向で、今後、関係予算の要求を行います
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ので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上

げます。

○議長（石橋英和君） ９番　松浦君、再質問

ありますか。

　９番　松浦君。

○９番（松浦健次 君）統合については、まだ

いろいろと煮詰まってない段階ですけれども

市民の理解を得て、地元の理解を得て、これ

はどうしてもやらないかんのだというような

判断に立っておられますか。教育長と市長の

ご判断、お伺いします。

○議長（石橋英和君）教育長。

○教育長（小林俊治君） 議員のご質問にお答

えします。

　メリット・デメリット、確かにあると思い

ます。

　デメリットからお話させていただきます。

やはり学校は地域の学校であります。そうい

う意味でいいますと、地域から中学校がなく

なるということは、大変地域にとっても損失

であると考えています。また、通学距離問題

もございます。通学距離が長くなるというこ

とについても、私たち自身、考えていく必要

があります。また、統合後の生徒の学習の状

況もあります。これについても、今から各学

校ともに協議を重ねていく必要がある、その

ように認識しています。

　ただ、メリットにつきましては、例えば、

子どもというのは、やはり社会的にいろんな

ことを学んでいく子どもたちです。今、学文

路中学校、西部中学校、橋本中学校の３校に

おいては、クラス替えのできない状況が平成

28年度からやってきます。やはり小学校から

中学校、また高校へ進路を上げていくにつれ

て、接する人が多いほど社会性は磨かれる。

そのように思います。今の状況ですと、県立

中学校や私立中学校への学校を変える生徒が

かなりいます。そのまま一つの小学校から一

つの中学校へとなりますと、人数が逆に減少

していくという、子どもたちの社会性を磨く

問題が一つあります。

　次に、教員の問題です。５学級配当ですと

教員は９名になります。今、橋本中学校は６

学級です。教員は 10名、これは教頭を入れて

の数です。西部中学校、学文路中学校は４学

級です。４学級になると、教職員は教頭を入

れて８名になります。９教科受け持つことが

できません。そういうことでいいますと、臨

時免許を取得して子どもたちに授業をする、

そういう形態がやってきます。

　次に、部活動の問題があります。それぞれ

の学校で文化部、それから運動部、あわせて

10から12ぐらいの部活動を展開しています。

しかし、これが休部になったり、また復活し

たりという状況がここ何年か続いております

子どもたちにとって、部活動は教科外ではあ

りますが自分を磨いていく、また仲間との交

流をする、もっと言いますと、心を強めてい

く、そういう意味で部活動も大変大事な作業

であると思います。

　このメリット・デメリットを考えますと、

子どもたちがより良く成長する今、どちらの

ほうがいいか。これからも検討してまいりま

すが、やはり３校が一つになって新しい中学

校をつくることが、子どもたちの成長につな

がっていくんではないかなと教育委員会とし

ては考えています。

　以上です。

○議長（石橋英和君）市長。

〔市長（平木哲朗君）登壇〕

○市長（平木哲朗 君）松浦議員の質問にお答

えをします。

　今、教育長が答弁しましたように、基本的

にはそういうふうに考えています。何よりも

子どもたちの教育環境を守っていけるのかと

いう、例えば、単独でやっていって、本当に
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子どもたちに教育を平等に与えられる機会を

守れるのかということを第一の視点に考えて

いきたいと思っています。統合ありきではな

くて、本当に子どもたちにとって、３校が一

緒になることのほうがメリットのほうが大き

いということを教育長言ってますので、私も

その方針でいいのかなというふうに思ってい

ます。

　ただ、地元とのやはり十分な協議も必要で

ありますし、統合すれば、当然、松浦議員が

言われたように体育館の建設も、これは必要

になってくると考えています。

　先ほど教育長も述べましたように、確かに

通学路の問題、安全対策、６㎞以上離れたと

ころの通学バスの導入とか、いろんな問題が

あると思うんですけども、それは統合するに

あたって、決まりましたら行政としては真摯

に対応してまいりたいと考えています。

○議長（石橋英和君）９番　松浦君。

○９番（松浦健次 君）当局と教育委員会のお

考え、わかりました。私も統合推進派として

頑張っておりますので、問題は、デメリット

について手厚いというか、丁寧な対策を講じ

ていただきたいと思います。

　以上で私の質問を終わります。

○議長（石橋英和君） ９番　松浦君の一般質

問は終わりました。

　この際、４時まで休憩いたします。

（午後３時44分　休憩）
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